
電子メールの転送に関するガイドライン 

 

（目的） 

第１条 このガイドラインは、高知県教育情報通信ネットワークシステム管理要綱

（以下「管理要綱」という。）第６条第１項の規定により、教育ネット上の電子

メール（以下、「電子メール」という）の転送に関して必要な事項を定める。 

 

（基本原則） 

第２条 電子メールの転送は原則として行わないものとする。 

 ただし、教育ネットに接続する教育関係機関の接続環境等の事情により、教育政

策課長が必要と認めた場合はこの限りではない 

 

（電子メールの転送の申請） 

第３条 電子メールの転送を必要とする場合は、別記第１号様式により「電子メー

ル 転送申請書」を市町村又は学校組合立の学校にあっては、それぞれ主管する

教育長を通じて、また、県立学校及び教育関係機関にあっては直接、教育政策課

長に提出しなければならない。 

２  前項の規定による申請があった場合、教育政策課長は、その適否を審査し、

別記第２号様式「電子メール転送検討結果通知書」により、申請者に通知するも

のとする。 

 

（変更申請） 

第４条 電子メールの転送の変更の必要が生じた場合は、再度別記第１号様式によ

り「電子メール転送申請書」を市町村又は学校組合立の学校にあっては、それぞ

れ主管する教育長を通じて、また、県立学校及び教育関係機関にあっては直接、

教育政策課長に提出しなければならない。 

２  前項の規定による申請があった場合、教育政策課長は、その適否を審査し、

別記第２号様式「電子メール転送検討結果通知書」により、申請者に通知するも

のとする。 

 

（終了報告） 

第５条 電子メールの転送を必要とする事由がなくなった場合は、別記第３号様式

により「電子メール転送終了報告書」を市町村又は学校組合立の学校にあっては、

それぞれ主管する教育長を通じて、また、県立学校及び教育関係機関にあっては

直接、教育政策課長に提出しなければならない。 

 

附則 

このガイドラインは平成１４年７月１２日から施行する。 

このガイドラインは平成１８年４月１日から施行する。 

このガイドラインは平成２１年４月１日から施行する。 



第１号様式の１（市町村又は学校組合立学校等）（第３条、第４条関係） 

年  月  日  

 市町村（学校組合）教育長 様 

 

                  教育関係機関（学校名） 

 

                     所属長（学校長）     印 

 

 

電子メール転送申請書 

 

うえのことについて、下記の理由により電子メールの転送を申請します。 

 

記 

 

教育関係機関（学校名等）  

教育ネット 

電子メールアドレス 

 

転送先 

電子メールアドレス 

 

転送を必要とする理由 

 

 

 

□  組織内のＬＡＮ構成、セキュリティによ 

り、教育ネットのメールが取得できない。 

 

□  その他 

 
 

 



第１号様式の２（第３条、第４条関係） 

 

年  月  日  

高知県教育長 様 

 

                市町村（学校組合）教育長      印  

 

電子メール転送申請書 

 

 うえのことについて、別添申請書のとおり電子メールの転送を申請します。 

 

記 

 

 

番号 

 

 

転送する電子メールの教育関係機関（学校名等） 

 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 



第１号様式の３（県立学校及び教育関係機関等）（第３条、第４条関係） 

年  月  日  

高知県教育長 様 

 

教育関係機関（学校名） 

 

所属長（学校長）     印 

 

 

電子メール転送申請書 

 

うえのことについて、下記の理由により電子メールの転送を申請します。 

 

記 

 

教育関係機関（学校名等） 

 

 

教育ネット 

電子メールアドレス 

 

転送先 

電子メールアドレス 

 

転送を必要とする理由 □ 組織内のＬＡＮ構成、セキュリティによ

り、教育ネットのメールが取得できない。 

 

□  その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第３条、第４条関係） 

    年  月  日

   

        

        様 

高知県教育長 

 

電子メール転送検討結果通知書 

 

年  月  日で申請のあった電子メール転送申請について、下記のとお 

り通知します。 

 

記 

 

 

検討結果 

 

 

 

 

□ 承認する 

 

□ 下記の理由により承認しない 

 

教育関係機関（学校名等） 

 

 

 

転送期間 申請年度内 

※ 特に申し出のないときは、次年度に継続する 

ものとする。 

 

 

承認しない理由 

 

 



第３号様式の１（市町村又は学校組合立学校等）（第５条関係） 
年  月  日  

 
市町村（学校組合）教育長 様 

 
教育関係機関（学校名） 

 
所属長（学校長）         印 

 
 

電子メール転送終了報告書 
 

うえのことについて、下記の電子メールの転送終了を報告します。 
 

記 

 
 
教育関係機関（学校名等） 
 

 

 
教育ネット 
電子メールアドレス 
 

 

 
転送先 
電子メールアドレス 
 

 

 



第３号様式の２（第５条関係） 
年  月  日  

高知県教育長 様 
 

市町村（学校組合）教育長        印 
 
 

電子メール転送終了報告書 
 

うえのことについて、別添申請書のとおり電子メールの転送終了を報告しま 
す。 
 

記 
 

番号 
 

 
転送終了する電子メールの教育関係機関（学校名等） 

 
 

１ 
 

 

 
２ 

 

 

 
３ 

 

 

 



第３号様式の３（県立学校及び教育関係機関等）（第５条関係） 
年  月  日  

高知県教育長 様 
 

教育関係機関（学校名） 
 

所属長（学校長）        印 
 

電子メール転送終了報告書 
 

うえのことについて、下記の電子メールの転送終了を報告します。 
 

記 

 
 
教育関係機関（学校名等） 
 

 

教育ネット 
電子メールアドレス 

 

転送先 
電子メールアドレス 

 

 
 


